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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 
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要 旨 
  

＜概要＞ 

九州旅客鉄道株式会社の熊本駅発人吉駅行きの２両編成下り特急第１０８３Ｄ列車

は、平成２４年１２月１５日、ワンマン運転で瀬戸石駅を定刻に通過した。列車の運

転士は、列車が高田辺
こ う だ べ

トンネルを出て右カーブを抜けたところで約３０ｍ前方の軌間

内に大きな石があるのを認め、非常ブレーキを使用したが、列車はこの石に衝突し、

停止した。その後運転士が確認したところ、２両目車両の前台車第２軸が左へ脱線し

ていた。 

 列車には、乗客４５名と乗務員等２名が乗車していたが、死傷者はいなかった。  

 

＜原因＞ 

本事故は、本件列車が右側を山とする緩やかな右カーブを抜けてすぐの地点で、斜

面から線路上に落下したと考えられる大きな石と衝突し、その後、車両床下にこの石



 
 

を巻き込みながら推し進む過程で、２両目車両の前台車下部とこの石が衝突した際に、

同台車の第２軸が左に脱線したものと考えられる。   

この石が斜面から落下したことについては、この石の周りにあった用地外の石積み

が経年変化し、この間に所有者による適切な管理も行われなかったため、風化や劣化

が進み崩壊に対して抵抗力の弱い状態になっており、毎年繰り返される梅雨時期等の

風雨にさらされた結果崩壊したことによると考えられる。  
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１ 鉄道事故調査の経過 
 

１.１ 鉄道事故の概要 

九州旅客鉄道株式会社の熊本駅発人吉駅行きの２両編成下り特急第１０８３Ｄ列車

（特急くまがわ３号）は、平成２４年１２月１５日（土）、ワンマン運転で瀬戸石駅

を定刻（１２時３４分）に通過した。列車の運転士は、列車が高田辺
こ う だ べ

トンネルを出て

右カーブ（前後左右は進行方向を基準とし、車両は前から数える。）を抜けたところ

で約３０ｍ前方の軌間内に大きな石があるのを認め、非常ブレーキを使用したが、列

車はこの石に衝突し、停止した。その後運転士が確認したところ、２両目車両の前台

車第２軸が左へ脱線していた。 

 列車には、乗客４５名と乗務員等２名が乗車していたが、死傷者はいなかった。  

 

１.２ 鉄道事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２４年１２月１５日、本事故の調査を担当する主管調査

官ほか１名の鉄道事故調査官を指名した。 

  九州運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を事故現場に派遣した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２４年１２月１６日及び１７日    現場調査及び車両確認、口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 運行の経過 

2.1.1 運転士の口述 

  事故に至るまでの経過は、九州旅客鉄道株式会社（以下「同社」という。）の熊

本駅発人吉駅行き２両編成の下り特急第１０８３Ｄ列車（特急くまがわ３号、以下

「本件列車」という。）の運転士（以下「本件運転士」という。）の口述によれば、

概略次のとおりであった。  

本件列車は瀬戸石駅（八代駅起点１９ｋ６００ｍ、以下「八代駅起点」は省

略。）を定刻に通過した。トンネルを抜けて再度力行運転をして右カーブを曲
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がりきったところ（２１ｋ５１０ｍ付近）で約３０ｍ先の軌間内に幅９０cm、

高さ７０cmくらいの大きさの石があるのを確認した。その際の速度は６７～６８

km/hくらいであった。直ちに非常ブレーキを使用したが、間に合わず、本件列

車は石に衝突し、上下の揺れを増して進み、１２０ｍくらい先（２１ｋ６６０

ｍ付近）で停止した。本件列車が停止した後、２両目車両の運転室の助手席側

から降りて衝突した付近まで行って現場の状況を確認し、戻って来て車両の状

態を確認した。運転室に戻り本件列車が石に衝突し非常ブレーキを使用して停

止したことを携帯電話にて輸送指令に報告した。その後、再度、２両目車両か

ら衝突した付近まで行き現場の状況を確認し、戻って来て車両の状態を確認し

た。この際に２両目車両の前台車第２軸が脱線していることを確認したため、

運転室に戻り、本件列車が脱線して動けないことを携帯電話にて輸送指令に報

告した。 

乗客数については、後で検札担当客室乗務員から大人４３名、小人２名であ

ることを聞いた。 

    天候については、小雨が降っていたか降っていないかという程度の曇りで

あったと記憶している。 

また、同社によると本件列車の直前に事故現場を通過した列車は、１１時３７分

瀬戸石駅発の下り普通第１２２７Ｄ列車であり、その際事故現場付近では特に異常

はなかったとのことであった。なお、この列車の事故現場付近の通過時刻は１１時

４０分ごろであった。 

 

2.1.2 運転状況の記録 

本件列車には、運転状況記録装置が設置されており、時間、速度、ブレーキの操

作等の記録が残されていた。この記録には、１２時３６分３５秒にノッチオフ操作

から非常ブレーキを操作した記録、１２時３６分５４秒に本件列車の速度が０km/h

となった記録などが残っていた。主な記録を表１に示す。 

この記録から事故の発生時刻は１２時３６分ごろであったと考えられる。 

 

表１ １２月１５日 １０８３Ｄ キハ１８５－８ 運転状況記録装置データ 

時刻 速度 

(km/h) 

操作 

１２時３６分３５.２秒 ６８ ノッチオフ 

１２時３６分３５.６秒 ６７ 非常ブレーキ 

１２時３６分５４.２秒 ０ （列車停止） 
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（付図１ 肥薩線路線図、付図２ 事故現場付近の地形図、付図３ 事故現場略図 

参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷 

 なし。 

 

２.３ 鉄道施設及び車両等に関する情報 

2.3.1 事故現場に関する情報 

(1) 線形  

肥薩線は、八代駅から人吉駅までは球磨川に沿い、深い渓谷を縫って走り、

区間の大半（鎌瀬駅～渡駅間）は川の西岸を走行する路線である。瀬戸石駅

辺りから急峻な地形となり、事故現場付近の左側（川側）には瀬戸石ダム、

右側（山側）の斜面の上に民家と果樹畑などがある。瀬戸石駅側からの路線

状況は、高田辺トンネルを抜け緩やかな右カーブ（半径５００ｍ）に入り、

途中に高田辺踏切道（２１ｋ３１８ｍ）がありカーブを抜けきると事故現場

へ至る線形である。また、事故現場付近の線路は勾配のない区間である。 

(2) 脱線状況  

本件列車は１両目車両の先頭が２１ｋ６６０ｍ付近に停止しており、２両

目車両の後部が２１ｋ６２０ｍ付近に停止していた。 

本件列車の２両目車両の前台車第２軸が左に約１０mm 脱線していた。ま

た、本件列車と衝突したと思われる軌間内にあった大きな石は本件列車後方

の線路上に散らばった状態であった。  

（付図４ 脱線の状況、写真１ 脱線の状況 参照） 

 

2.3.2 鉄道施設に関する情報 

(1) 肥薩線の概要  

肥薩線は、営業キロが１２４.２kmの単線・非電化線区であり、軌間は 

１,０６７mmである。  

(2) 信号設備等  

閉そく装置は、特殊自動閉そく式（電子符号照査方式）である。 

落石発生時に進行して来る列車の危険防止のため、一部区間には落石を検

知する検知網を設け落石発生時に列車に危険を報知する特殊信号発光機を設

置しているが、事故現場付近には設置されていなかった。  

(3) 軌道構造  

軌道の基本構造は、４０kgＮレール（高さ１４０mm）を使用し、木まくら
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ぎの配置数量は２５ｍあたり３７本、道床の厚さは２００mmであり、レール

締結装置として犬くぎまたは線ばねが使用されている。また、ふく進*1防止

装置としてアンチクリーパが設置されている。 

なお、平成２４年１１月２０日に実施した軌道検査の記録によると、軌道

変位に異常は見られなかった。 

 

2.3.3 車両に関する情報 

本件列車に使用された車両はキハ１８５系気動車で、同社が保有する特急形気動

車である。１両目車両の形式記号がキハ１８５－８、２両目車両の形式記号がキハ

１８５－１００４の２両編成のワンマン運転対応列車であり、列車編成と各車両の

主要諸元は次のとおりであった。また、レール踏頂面からスカート下部までの高さ

は、車両図面によると設計車輪径８６０mmにおいて４２６.５mmであり、スカート

を構成する部材の高さは１２８.０mmである。 

 

 

 

 

 

 

 

形式記号 キハ１８５－１００４ キハ１８５－８ 

空車重量 ４１.１ｔ ４１.６ｔ 

定員 ６４名 ５２名 

座席定員 ６４名 ５２名 

最大寸法 

（長さ×幅×高さ） 

21,300mm×2,943mm×3,845mm 21,300mm×2,943mm×3,845mm 

 

 なお、１両目車両について、平成２４年１月～平成２４年２月に実施した要部検

査、平成２４年１１月に実施した交番検査、平成２４年１２月１１日に実施した仕

業検査、２両目車両について平成２３年１０月～平成２３年１１月に実施した全般

検査、平成２４年１１月に実施した交番検査、平成２４年１２月１１日に実施した

仕業検査の記録簿によると、各車両には特に異常は見られなかった。また、事故後

に測定した各車両の車輪径は、１両目車両が約７９０mm、２両目車両が約８３６mm

であった。 
                         
*1
 「ふく進」とは、列車の通過によって軌道の前後方向へレールが移動することをいう。 

キハ１８５－１００４ キハ１８５－８ 

←八代駅方 人吉駅方→ 
列車進行方向 

●：脱線軸 
２５,５５０mm 
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2.3.4 斜面及び斜面の管理に関する情報 

(1) 落石発生地点付近の山側斜面の状況 

事故現場付近の山側斜面は、線路中心からの水平距離６.４ｍまでが、同

社の所有する用地であり、線路中心から水平距離２.７ｍののり尻より垂直

距離５.４ｍの土留壁（勾配１：０.３）が施されている。土留壁天端の水平

距離２.０ｍから先は民地で、民家や果樹畑への通路（里道）があり、石積

みなどが施されており石積みの上には複数の大きな石があった。 

この石積みの人吉駅方の端（２１ｋ５４０ｍ付近の軌道中心からの水平距

離１６.５ｍ、軌道面からの垂直距離１４ｍ）には、大きさ縦約１,８００mm

×横約１,２００mm×奥行約９００mm の窪みがあり、この周辺に施されてい

た石積みが崩れていた。さらに、この窪み付近から線路に向かって石が落ち

た痕跡が残っていた。 

なお、この付近は、果樹畑として使用されていたようであるが、現在は使

用されておらず、雑草で覆われており荒れた状態であった。石積みについて

も、その範囲は雑草等によりどこからどこまで施されているか分かりづらい

状況であった。同社が地元の地区会長に確認したところ、この石積みの施工

実施者は不明であるが、５０年以上前からあったと記憶しているとのことで

ある。また、この石積みに施されていたモルタルについては、地権者が約 

２０年前に実施したと記憶しているとのことである。石積みは、総延長約 

４.３ｍにわたり施されており、石積みの上にある複数の大きな石を含む当

該箇所一帯を固定する目的で設置されたと思われるとのことである。 

また、同社によると、この大きな石及び石積みに使用されていた石の種類

は、砂岩と推測されるとのことである。 

その他、この付近では、野生動物が土を掘り起こした跡（穴）が複数存在

していた。 

(2) 斜面の維持管理 

斜面の維持管理は、同社によると線路に影響があると思われる用地につい

ては、同社にて行っており、検査は‘「施設及び車両の定期検査に関する告

示」に基づき２年ごとに行う検査’（以下「通常全般検査」という。）を実施

し、その結果に基づき必要により、改築・取替、補修・補強、監視の措置を

行っているとのことである。ただし、用地外の民地について検査は行うが、

鉄道構造物と同等の管理は行っていないとのことである。通常全般検査は、

年度初めに策定する計画に基づき実施し、その結果等を記録しているとのこ

とである。検査方法は目視を基本とし、健全度の判定は変状の種類、程度及

び進行性等に関する調査の結果に基づいて総合的に行い、健全度の区分（Ａ、
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Ｂ、Ｃ、Ｓ）は「‘鉄道構造物等維持管理標準*2・同解説（構造物編）土構

造物（盛土・切土）（平成１９年１月）’＊3」（以下「解説書」という。）に基

づき表２に示す構造物の状態によっているとのことである。さらに、この結

果において、健全度がＡと判定された場合には、‘入念な目視及び計測器を

用いて行う詳細な検査’（以下「個別検査」という。）を実施するとのことで

ある。 

また、構造物を新設した場合は、‘初期状態を把握するために行う検査’

（以下「初回検査」という。）を実施し、設備管理システム＊4に設備として

登録し、以後、通常全般検査ごとに健全度が確認され、設備管理システムの

登録情報の更新は通常全般検査、個別検査時の結果で行うとのことである。

なお、検査結果により民地において対策が必要となった場合は、基本的には

地権者にて対応してもらうが、地権者による対応が困難な場合は、同社にて

対応する場合もあるとのことである。ただし、社外設備の新築、改築及び取

替えが実施された際には、初回検査は実施せず、設備管理システムに設備と

しての登録もしていないとのことである。 

 

表２ 構造物の状態と健全度の判定区分 

健全度 構造物の状態 

Ａ  運転保安、旅客および公衆などの安全ならびに列車の正常運行の

確保を脅かす、またはそのおそれのある変状等があるもの  

 ＡＡ 運転保安、旅客および公衆などの安全ならびに列車の正常運行の

確保を脅かす、変状等があり、緊急に措置を必要とするもの  

 Ａ１ 進行している変状等があり、構造物の性能が低下しつつあるも

の、または、大雨、出水、地震等により、構造物の性能を失うお

それのあるもの  

 Ａ２ 変状等があり、将来それが構造物の性能を低下させるおそれのあ

るもの  

Ｂ  将来、健全度Ａになるおそれのある変状等があるもの  

Ｃ  軽微な変状等があるもの  

Ｓ  健全なもの  
                         
＊2 「鉄道構造物等維持管理標準」とは、国土交通省鉄道局が、鉄道の安全をいかに維持するかという観点から

軌道・鉄道土木構造物の検査のあり方を検討し、鉄道事業者の実務を担当する方々が理解しやすい標準的な維

持管理の手法としてとりまとめたものである。 
＊3 

 「鉄道構造物等維持管理標準・同解説（構造物編）土構造物（盛土・切土）（平成１９年１月）」とは、鉄道

総合研究所が、これまでの調査研究で得られたデータの蓄積を活用して検査実務の一助となるように鉄道構造

物等維持管理標準に解説を加えて刊行したものである。 
＊4 「設備管理システム」とは、同社が鉄道構造物維持管理のために独自に構築したシステムで、設備台帳（構

造物ごとのキロ程、構造形式、竣功年月日、寸法等の情報を管理しているデータベース）と検査情報（検査基

準日、過去の検査履歴等の情報）を登録しているものである。 
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同社では、検査のマニュアルとして「在来線構造物検査要領」を定めてい

るが、解説書に具体的な健全度判定の例等の記載があるため、在来線構造物

検査要領はこれに則った検査の標準的な進め方についてのみを示した内容と

なっており、検査の実施についても解説書に基づいて実施しているとのこと

である。 

なお、「鉄道構造物等維持管理標準」では、構造物の維持管理は、構造物

の目的を達成するために、要求される性能が確保されるように行うものとす

るとされており、要求性能として以下のように記載されている。 

２．４ 構造物の要求性能 

(1) 構造物の維持管理にあたっては、構造物に要求される性能を定め

るものとする。 

(2) 構造物の要求性能として、安全性を設定するものとする。なお、

本標準における安全性は、列車が安全に運行できるとともに、旅客、

公衆の生命を脅かさないための性能とする。 

(3) 構造物の要求性能として、必要に応じて適宜、使用性や復旧性を

設定するものとする。 

(3) 事故現場付近の斜面の管理 

① 通常全般検査 

肥薩線（熊本支社管内：八代駅～吉松駅間）の‘平成２２年度～平成 

２３年度（２０１０年度～２０１１年度）にかけて実施された通常全般検

査’（以下「平成２２年度～平成２３年度に実施した通常全般検査」とい

う。）の検査記録簿によると、事故現場付近を含む切取区間（２１ｋ５００

ｍ～２１ｋ７６４ｍ）は、検査を平成２４年１月に実施しており、結果は

「不安定な浮き石」が確認されたが健全度Ｃであった。ただし、同社によ

ると落石発生地点付近である２１ｋ５００ｍ～２１ｋ６００ｍは、用地内

及び里道や耕作地として使用されている民地に石があるが安定していると

のことであり、不安定な浮き石は２１ｋ６００ｍ～２１ｋ７６４ｍの斜面

に植生している立木を柵の支柱として利用した柵が設置された自然斜面に

あったものであるとのことであった。なお、落石発生地点付近に施されて

いた石積みについては、社外設備であるため、設備管理システムには設備

としての登録はなかった。 

また、事故現場付近を含む切取区間の健全度判定はＣであり個別検査は

不要としているため、これ以上の詳細な検査結果は残っていなかった。 

② 措置 

同社によると、措置については、解説書に基づき計画し、構造物の健全
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度、重要度、列車運行への影響度等を考慮して工事区間を決定し、毎年、

斜面対策工事を実施しているとのことであった。平成２２年度～平成２３

年度に実施した通常全般検査の前に行われている斜面対策工事（平成２２

年度、平成２３年度に実施している設備投資工事）の箇所は、鎌瀬駅～吉

尾駅間に集中している。なお、事故現場付近は対象になっていないことか

ら工事は実施されておらず、平成２４年度も実施予定はなかった。 

（付図５ ２１ｋ５４０ｍ付近の断面図、写真２ 落石発生源（２１ｋ５４０ｍ付

近の斜面）の状況 参照） 

 

２.４ 鉄道施設及び車両等の損傷、痕跡に関する情報 

2.4.1 鉄道施設の損傷及び痕跡の情報 

 ２１ｋ５７０ｍ～２１ｋ６３３ｍのまくらぎ、締結装置のボルト、線ばね、犬く

ぎ、アンチクリーパにほぼ連続して傷が残っていた。なお、部分的に犬くぎが外れ

てなくなっていたところもあったが脱線に伴い外れたものと考えられる。 

（付図６ レールの痕跡図、写真３ 脱線した付近（２１ｋ５７０ｍ付近）の状況、

写真５ 脱線の痕跡（２１ｋ５９０ｍ付近） 参照） 

 

2.4.2 車両の損傷及び痕跡の情報 

本件列車の１両目車両及び２両目車両とも床下全体に損傷が認められた。主な損

傷状況は以下のとおりであった。 

(1) １両目車両 

・バンパー、スカート、ブレーキ管接続ホースの破損 

（なお、スカートについては、スカートを構成する部材の上端まで衝突痕

あり。） 

・前台車第１軸、第２軸のブレーキばりの曲がり 

・ＡＴＳ（Automatic Train Stop）用車上子の曲がり 

    ・エンジンラジエータ水管の曲がり 

    ・後台車第１軸のブレーキばりの曲がり 

    ・汚物タンク排出口の曲がり 

(2) ２両目車両 

  ・前台車減速機下部の損傷 

・前台車第２軸のブレーキばりの曲がり 

    ・エンジンオイルパンの破損及び油漏れ 

    ・エンジン水管の外れ及び冷却水漏れ 

    ・エンジン変速機下部の油漏れ 
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（写真６ 主な損傷状態（１両目車両のスカート）、写真７ 主な損傷状態（１両

目車両前台車）、写真８ 主な損傷状態（１両目車両後台車）、写真９ 主な損傷

状態（２両目車両前台車） 参照） 

 

2.4.3 軌道上に残っていた石の情報 

事故後に軌道上に残っていた石は、２１ｋ５４０ｍ～２１ｋ６０６ｍの間に点在

しており、最大径が４００mm以上のものが２個、１００～４００mmのものが１７個

確認された。４００mm以上のものは、２１ｋ５４０ｍ付近の軌間外にあった奥行約

５００mm×横約３００mm×高さ約１５０mmのものと、２１ｋ５８０ｍ付近の軌間内

にあった奥行約６００mm×横約５００mm×高さ約３００mmのものであった。 

（付図７ 確認された石の状況、写真４ ２１ｋ５８０ｍ付近の石（付図７の⑨） 

参照） 

 

２.５ 乗務員等に関する情報 

 本件運転士  男性 ５３歳       

甲種内燃車運転免許                昭和６２年 ６ 月１５日 

（運転経験年数は２９年４か月） 

 本件運転士は、事故当日、熊本乗務センターに出勤し点呼を受けており、その際、

体調等には異常がなかったとのことである。また、平成２４年８月２４日実施の運転

適性定期検査の記録や平成２４年７月２３日実施の健康診断の結果によると異常は見

られなかった。  

 

２.６ 気象に関する情報 

2.6.1 事故当日の気象に関する情報 

  熊本県内の気象は、前線を伴った低気圧や気圧の谷の影響により１２月１４日午

後及び翌１５日午後に雨が降っており、事故現場付近の１４日午後から１５日未明

までの連続雨量＊5は、肥薩線瀬戸石駅の雨量計によると、２７mm を観測していた。

なお、１５日未明から事故発生時刻頃まで降水量は観測されていない。 

  また、過去１週間の気象状況は、気象庁のアメダス観測所（人吉）によると日降

水量は８日に１.５mm、９日に１.０mm、１４日に２９.０mm であった。気温は１２

月に入り日平均気温が１０℃を下回ってきており、日最低気温も９日に－１.６℃、

１０日に－２.６℃、１１日に－２.６℃、１２日に－１.５℃、１３日に－４.０℃、

１４日に－１.０℃と氷点下となる日があった。なお、１５日は日降水量１４.５mm、

日平均気温１２.３℃、日最低気温１０.５℃であった。 

                         
＊5

 「連続雨量」とは降水が始まってからの単位時間あたりの雨量の積算雨量である。単位時間あたりの雨量が

２４時間連続して０mmの場合、連続雨量はリセットされる。 
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2.6.2 平成２４年７月九州北部豪雨に関する情報 

  平成２４年７月１１日から７月１４日にかけて九州北部を中心に発生した大雨に

より、河川の氾濫や土石流が発生し、死者、行方不明者が出ており、住家被害、道

路損壊、農業被害、停電被害、交通障害等も発生した。福岡管区気象台の資料によ

ると、１２日１１時の解析雨量＊6は、球磨村付近で約１２０mm／時、芦北町付近で

約１１０mm／時となっていた。 

同社によると、肥薩線においても被害があり、事故現場の周辺では、瀬戸石駅で

道床流出、海路駅～吉尾駅間で土砂流入があったとのことである。被害があった場

所については、応急工事を行い、７月１４日に運転を再開したとのことである。ま

た、補修箇所の中で、新たに構造物を設置した箇所については、設置した構造物に

関する初回検査を実施したとのことである。ただし、これらの初回検査の結果を反

映して設備管理システムの記録を更新するのは、次回の通常全般検査時に行うこと

としていたとのことである。 

なお、同社によると、この大雨による事故現場付近の状況は、７月１２日に雨量

計の観測による警報アラームが鳴動したことに対応して実施した気象異常時運転規

制手続（規定）に基づく目視による点検で異常は確認されておらず、７月１４日の

運転規制解除に際し実施した気象異常時運転規制手続に基づく目視による点検及び

運行再開時の初列車先頭巡視でも異常は確認されていないとのことであるが、この

際実施した内容や結果が確認できる記録は残っていなかった。 

記録を残さないことについては、解説書に随時検査の健全度の判定について大雨

や地震後の調査は変状に対する調査のみを行い、不安定性に対する調査は行わなく

てよいとされ、健全度は変状や崩壊が懸念される場合、対象とする盛土や切土の健

全度をＡＡ又はＡと判定し、その他は変更しないことを基本とするとの記述がある

ためであるとのことである。ただし、同解説書では、随時検査における記録の項目

は、調査目的と内容、調査結果、健全度とその理由とされている。 

気象異常時運転規制手続に基づく目視による点検とは、軌道自転車を使用して行

う目視による線路点検とのことであり、災害が発生している場合や変状が発生する

兆候が見られた場合には、斜面に立ち入り災害や変状の発生原因や付近の状況等を

確認するとのことである。また、この点検の中で‘気象異常（台風・豪雨）発生の

後に目視にて臨時に行う構造物に対する検査’（以下「随時検査」という。）も実施

しているとのことである。事故現場付近については、軌道自転車からの目視による

点検においては災害の発生や変状の発生する兆候が見られなかったため斜面に立ち

入っての確認はしていないとのことである。 
                         
＊6

 「解析雨量」とは国土交通省水管理・国土保全局、道路局及び気象庁が全国に設置している気象レーダーの

観測結果と、アメダス等の地上の雨量計の観測結果を組み合わせて、降水量分布を１km 四方の細かさで気象庁

が解析したものである。 
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2.6.3 月別の降水量等に関する情報 

肥薩線の沿線にある気象庁のアメダス観測所（田浦）における平成２１年～平成

２４年（２００９年～２０１２年）の各月の月降水量は、４８か月（４年間）のう

ち３６か月が２００mm以下であり、残り１２か月のうち３００mm以上であった７か

月のうち６か月は６月～８月であった。また、６月の月降水量の近年の平均値は 

４００mm程度であるのに対し、平成２３年～平成２４年の２年間においては８５０

mmを超えるものであった。 

同社によると、平成２４年７月九州北部豪雨後も雨による運転規制は７月から９

月にかけて５回あったとのことであった。なお、この５回の運転規制解除に際して

は、随時検査を行い、いずれも変状は確認されなかったため、応急工事も行ってい

ないとのことであった。ただし、実施した内容や結果が確認できる記録は残ってい

なかった。 

 

２.７ 避難及び救護に関する情報 

 避難及び救護に関しては、本件運転士の口述によれば、概略次のとおりであった。 

    本件列車が非常停止した後、衝突した付近まで現場の状況を確認に行く際、

本件列車内の通路で乗客に怪我のないことを確認した。また、乗客から負傷し

た旨の申告もなかった。現場の状況と本件列車の脱線の状況について、輸送指

令に携帯電話で連絡をした後、乗客を車両から降ろすために避難はしごを１両

目車両前側の貫通扉に設置した。乗客を最寄り駅まで送るためのタクシーが 

１４時ごろに到着したため、応援のため到着していた同社の社員と一緒に乗客

を誘導し、１４時２０分ごろまでに誘導を完了した。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 脱線に関する分析  

(1) 脱線について 

2.3.1 に記述したとおり、本件列車は右側を山とする緩やかな右カーブを抜

けてすぐの地点で軌間内にあった大きな石と衝突し、その後、車両床下にこの

石を巻き込みながら走行する過程で、２両目車両の前台車下部とこの石が衝突

した際に、第２軸が左に脱線したと考えられる。   

なお、１両目車両の前台車及び後台車並びに２両目車両の後台車が脱線しな

かったのは以下の理由によるものと考えられる。  

① １両目車両へこの石が衝突した際にスカートについた傷までの軌道面から
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の高さからこの石の高さを推定すると、2.3.3 に記述したとおり車両図面に

よれば車輪径が８６０mm のときレール踏頂面からスカート下部までの高さ

が約４２６mm、スカートを構成する部材の高さが約１２８mm であり、

2.3.2 に記述したとおりレールの高さが１４０mm であるが、2.3.3 に記述し

たとおり１両目車両の車輪の実測した径は約７９０mm であることから計算

すると、軌間内にあった大きな石の推定高さは約６５９mm 以上であったと

考えられる。一方、実測した車輪径が約７９０mm であり、レールの高さが

１４０mm であることから、軌道面から車軸中心までの高さは約５３５mm と

なり、この石の高さより低いので、１両目車両の第１車軸はこの石と衝突し、

この際、車輪は浮き上がったと考えられる。なお、この時の列車速度は、運

転状況記録装置の記録から５５～６０km/hであったと考えられる。 

② １両目車両の前台車全軸が脱線しなかったのは、車軸のほぼ中央付近で軌

間内にあった大きな石と衝突していることから、台車はこの石に乗り上がっ

たが、ほぼ進行方向にまっすぐに通過したためと考えられる。 

③ １両目車両の後台車全軸及び２両目車両の前台車第１軸が脱線しなかった

のは、周辺の損傷状態が小さいことから、床下機器と衝突しているうちにこ

の石が転がり後台車の車軸高と比較的近い高さで衝突したためである可能性

があると考えられる。  

④ これに対し２両目車両の前台車第２軸が左に脱線したのは、第１軸通過後

転がったこの石が左側から衝突し車軸の中心より左側の部分がこの石に乗り

上がったことにより右車輪が落輪したためと考えられる。なお、この時の列

車速度は運転状況記録装置の記録から約４４km/hであったと考えられる。 

⑤ ２両目車両の後台車全軸が脱線しなかったのは、床下損傷がないことから

後台車の車軸高より石の高さが低かったためと考えられる。なお、この時の

列車速度は運転状況記録装置の記録から３０～３５km/h であったと考えら

れる。 

また、この石は前述の①～④までの床下機器との衝突により砕かれ④の衝

突後、さらに床下機器と衝突しながら転がり砕かれた結果残った付図７の⑨

の石（写真４）であると推定される。 

(2) 本件列車が軌間内にあった大きな石と衝突した地点について 

2.1.1に記述した本件運転士の口述、2.4.3に記述した石の散乱状況、2.3.4

に記述した２１ｋ５４０ｍ付近の山側斜面の状況から２１ｋ５４０ｍ付近で軌

間内にあった大きな石と衝突したと考えられる。また、運転状況記録装置の速

度曲線（付図８）をみると、１２時３６分４０秒付近で速度が急激に減少して

いることが読み取れる。ここで、１両目車両先端の停止位置（２１ｋ６６０ｍ）
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を基準として、同時刻における本件列車の位置を算出するとおおよそ２１ｋ 

５３８ｍとなり、この位置で本件列車が軌間内にあった大きな石と衝突したも

のと推定される。 

(3) 非常ブレーキを扱った地点について 

運転状況記録装置に記録された速度と時刻、１両目車両先端の停止位置（２１

ｋ６６０ｍ）をもとに運転の状況を解析すると、本件運転士は、高田辺トンネ

ルを出て力行運転し、高田辺踏切道（２１ｋ３１８ｍ）を過ぎた辺りの右カー

ブの途中で軌間内にあった大きな石を確認し、２１ｋ４５１ｍ付近で非常ブ

レーキを扱ったと推定される。この石との衝突箇所が、上記のように２１ｋ 

５４０ｍ付近と考えられることから、本件運転士は、約８０ｍ手前ではこの石

を確認し非常ブレーキ操作を行っていたと推定される。 

本件運転士が、約３０ｍ手前で石を確認したと口述していることに対しては、

本件運転士が軌間内にあった大きな石を確認し非常扱い処理を行っている中で

列車現在位置を判断したため、実際の位置よりも軌間内にあった大きな石に近

い位置をこの石の確認地点として記憶したものと考えられる。  

 

表３ 運転状況記録装置データからの分析 

時刻 速度 

(km/h) 

１両目先頭位置

の算出キロ程 

分析 

（）内は動作記録 

１２時３６分２８.０秒 ６２ ２１ｋ３１７ｍ 高田辺踏切付近の通過 

１２時３６分３５.２秒 ６８ ２１ｋ４４７ｍ （ノッチオフ） 

１２時３６分３５.６秒 ６７ ２１ｋ４５５ｍ （非常ブレーキ） 

１２時３６分３８.６秒 ６５ ２１ｋ５１０ｍ 運転士が石を確認した

と口述した地点の通過 

１２時３６分４０.２秒 ６０ ２１ｋ５３８ｍ 石と衝突したと推定さ

れる記録 

１２時３６分４４.２秒 ４４ ２１ｋ５９６ｍ 

※ 

２両目車両前台車第２

軸脱線 

１２時３６分５４.２秒 ０ ２１ｋ６６０ｍ （本件列車停止） 

※脱線地点２１ｋ５７０ｍに脱線軸から１両目車両先頭までの長さ約２６ｍを加

算 

（付図８ 運転状況記録装置の記録、写真６ 主な損傷状態（１両目車両のスカー

ト）、写真７ 主な損傷状態（１両目車両前台車）、写真８ 主な損傷状態（１両目

車両後台車）、写真９ 主な損傷状態（２両目車両前台車） 参照） 



- 14 - 

３.２ 落石に関する分析 

3.2.1 落石の発生源 

３.１に記述したとおり本件列車が軌間内にあった大きな石と衝突した地点は、

運転状況記録装置の記録でも２１ｋ５４０ｍ付近であると考えられ、2.3.4に記述

したとおりこの付近の山側斜面（軌道中心からの水平距離１６.５ｍ、軌道面から

の垂直距離１４ｍ）に大きさ縦約１,８００mm×横約１,２００mm×奥行約９００ 

mmの窪みがあり、この周辺にあった石積みも崩れていた。さらに、この窪み付近か

ら線路に向かって石が落ちた痕跡が確認されていることからこの窪みが落石発生源

であると考えられる。窪みの大きさ、この付近の状態を考えると落石発生源には石

積みで固定していた大きな石と石積みがあったと考えられ、軌間内にあり本件列車

と衝突した大きな石は崩れた石積みに固定されていた大きな石の一つであったもの

と考えられる。 

 

3.2.2 落石の発生原因 

  落石の素因（斜面が持つ条件）は、2.3.4に記述したとおり、同社の用地外に設

置され要求性能が分からない構造物の崩壊に起因して発生していることから、落下

した大きな石の周りの石積みが施工時から経年変化し、この間に所有者による適切

な管理も行われなかったため、風化・劣化が進み、崩壊に対する抵抗力の弱い状態

になっていたことであると考えられる。  

落石の誘因（落石発生の引き金となる外的条件）は、2.6.3に記述したとおり平

成２４年７月九州北部豪雨に加え近年梅雨期の降水量が極端に増えてきている傾向

にあることから、施工時期が古く適切に管理されていない石積みが気象変化などに

よる大量の雨にさらされてきたことであると考えられる。なお、2.6.1に記述した

とおりこの地域は１２月に入り気温が下がりだし最低気温がマイナスになっていた

頃から霜が降りていた可能性もあったと考えられ、事故前（１２月１４日午後～ 

１２月１５日明け方）までに降った雨及び気温が高くなっていたことなど直近の気

象状況も誘因の一つであった可能性が考えられる。  

落石発生の副因としては、この落石発生源の周辺は民家や果樹畑があり、2.3.4

に記述したとおり野生動物による掘り起こし、踏み倒し、食害が複数存在している

ことから、野生動物による掘り起こし等が関連している可能性も考えられる。 

 

3.2.3 落石の発生時刻 

2.1.1に記述したとおり、本件列車の前の列車が事故現場を通過した際には、運

転士は特に異常を認めず通過していることから、落石は、本件列車の前の列車が事

故現場を通過した時刻の１１時４０分ごろから本件列車が事故現場に差し掛かった
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時刻の１２時３６分までの約１時間の間に発生したと推定される。  

 

３.３ 斜面管理に関する分析 

2.3.4に記述したとおり、通常全般検査は告示に基づき２年ごとに定期的に実施さ

れており、平成２２年度～平成２３年度に実施した通常全般検査では、事故現場付近

の斜面の状態に異常は確認されていない。しかしながら、崩壊した石積みのような施

工時期が古く要求性能が分からない構造物については、経年変化による性能低下の傾

向を適切に把握することが重要であることから、構造物の状況を勘案して継続的に管

理することが必要であると考えられる。 

なお、同社の所有する用地の斜面の維持管理は、「鉄道構造物等維持管理標準」の

考え方に基づき実施されているが、以下のことから、同社として、随時検査の実施基

準と実施内容、及び検査記録への記載内容、保存すべき検査記録のリスト、検査結果

の利用方法などについて検査方法に係るマニュアルを見直すこと、並びに随時検査等

各種検査結果について一元管理などを行うこと、さらに、前回検査状況から変化して

いる場合は現状の判定結果だけでなくその変化状況を記録として残すことが望ましい。 

(1) 2.6.2に記述したとおり、平成２４年７月九州北部豪雨では、運転再開に際

し実施した随時検査でも事故現場付近の斜面に異常は確認されていないとして

いるものの、記録が残っていないため豪雨前後における性能低下の傾向が適切

に把握できていなかった可能性があると考えられること 

(2) 各種の検査や措置は実施されているものの、2.3.4及び2.6.2に記述したよう

に設備管理システムの記録に最新の検査結果が反映されていない部分があるこ

とから、地震や大雨等の災害時に落石等が発生するおそれのある箇所（変状の

発生もしくはそのおそれのある構造物）を即時に確認することができないと考

えられること 

 

 

４ 原 因 
 

本事故は、本件列車が右側を山とする緩やかな右カーブを抜けてすぐの地点で、斜

面から線路上に落下したと考えられる大きな石と衝突し、その後、車両床下にこの石

を巻き込みながら推し進む過程で、２両目車両の前台車下部とこの石が衝突した際に、

同台車の第２軸が左に脱線したものと考えられる。   

この石が斜面から落下したことについては、この石の周りにあった用地外の石積み

が経年変化し、この間に所有者による適切な管理も行われなかったため、風化や劣化

が進み崩壊に対して抵抗力の弱い状態になっており、毎年繰り返される梅雨時期等の

風雨にさらされた結果崩壊したことによると考えられる。  
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５ 再発防止策 
 

５.１ 必要と考えられる再発防止策 

今回の落石は、同社が所有する用地外に設置された施工時期の古い石積みの崩壊に

起因して発生している。このような要求性能が分からない構造物についても、経年変

化による性能低下の傾向を適切に把握することが重要であり、構造物の状況を勘案し

て継続的に管理することが必要であると考えられる。 

このことから、同社は、用地外にある要求性能が分からない構造物で、その構造物

の崩壊が線路に影響を及ぼす可能性があると判断される箇所については、構造物の状

態を確認する方法を見直す等のソフト対策を行った上で鉄道構造物に対する通常全般

検査と併せてこれらの構造物への確認を実施し、対策が必要な個所については引き続

き地権者に対して積極的に対応を依頼していくとともに、必要により落石止柵などを

設置し線路への落石を防護するためのハード対策を行うことが必要であると考えられ

る。  

 

５.２ 事故後に同社が講じた措置 

(1) 応急対策  

本事故発生後応急対策として落石発生源に防護用ネットを設置するとともに、

既設土留壁天端には木柵を設置した。  

(2) 緊急点検  

落石災害が発生するおそれのある切取斜面について、緊急点検を実施した。

なお、緊急点検の結果により必要に応じて対策を講じる。 

緊急点検の箇所の選定は、過去の通常全般検査の実績に基づき、落石災害が

発生するおそれのある切取斜面のうち、のり高が３.０ｍ以上ある箇所で落石

防護設備がない箇所を対象とした。また、点検範囲は用地内外を問わず、落石

が発生した際に線路への影響がある範囲とし、点検内容については、現地調査

により直接目視にて実施した。 

（写真１０ 事故現場付近全景（応急対策後） 参照） 
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付図１ 肥薩線路線図 

 

付図２ 事故現場付近の地形図 
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付図３ 事故現場略図 

 

 

付図４ 脱線の状況 
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付図５ ２１ｋ５４０ｍ付近の断面図 

 

 

付図６ レールの痕跡図 
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付図７ 確認された石の状況 

 

 

付図８ 運転状況記録装置の記録 
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写真１ 脱線の状況 

 

写真２ 落石発生源（２１ｋ５４０ｍ付近の斜面）の状況 
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写真３ 脱線した付近（２１ｋ５７０ｍ付近）の状況 

 

写真４ ２１ｋ５８０ｍ付近の石（付図７の⑨） 
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写真５ 脱線の痕跡（２１ｋ５９０ｍ付近） 

 

写真６ 主な損傷状態（１両目車両のスカート） 
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写真７ 主な損傷状態（１両目車両前台車） 

（事故車両を熊本車両センターに移動して撮影） 

 

 

写真８ 主な損傷状態（１両目車両後台車） 

（事故車両を熊本車両センターに移動して撮影） 
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写真９ 主な損傷状態（２両目車両前台車） 

（事故車両を熊本車両センターに移動して撮影） 
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写真１０ 事故現場付近全景（応急対策後） 

 


